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1.はじめに

木下正俊

銀行(1)の守秘義務と情報開示のあり方は，古くて新しい問題である。かつ

ては銀行間の信用照会に伴う問題や銀行に対する税務調査等に基づく預金者

情報等の開示請求の問題を中心に論じられてきたが(2)，最近では，後述の裁

判例にみられるように，上記のような問題に関する論議は少なくなってきて

いる一方で，①開示請求の動機について，従来からみられる相続問題等に関

連するもののほかに，貸金業者に対する過払金返還請求や銀行に対する貸し

手責任追及等に関連するものが少なからずみられること，②開示請求情報に

ついて，従来からみられる預金取引履歴や預金者情報のほかに，貸出菓議書

や自己査定資料等のいわゆる銀行の情報生産活動の成果物が対象とされてき

ていること，③開示請求方法として，弁護士会照会や裁判所調査嘱託のほか

(1) 本稿では，裁判例等からの引用は別として，預金取扱金融機関のことを便宜上銀行

と総称している o

(2 ) 後藤紀一 [1988]，吉原省三 [1988]，武田昌輔 [1988]，三上徹 [1997]を参照。
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に文書提出命令申立てが多く行われるようになっていること，等の特俄が窺

える。

本稿は，このような最近の特徴的な動きを踏まえ，銀行の守秘義務と情報

開示に関する主な論議を整理することを目的としているけ}。以下では，銀行

守秘義務の意義および開示請求の根拠とその主な論点を確認したうえで，最

近の主な裁判例の概要を確認する中で，裁判例により形成されてきた法理を

整理するとともに若干の考察を加えることとする。

ll.銀行守秘義務と情報開示を巡る最近の動き

1.銀行守秘義務の意義

銀行の守秘義務については，一般に， I銀行その他の金融機関は顧客との

聞になした取引およびこれに関連して知り得た情報を正当な理由なくして他

にもらしてはならないJ(4)義務であるとされている。また，それは法的義務

とされ，その根拠については，商慣習説，信義則説，契約説のほか，プライ

パシー権・名誉棄損・信用棄損をもとに説明する説，職業秘密に関する証言

拒否権を根拠とする説などが主張されている (5)。

いずれにしても，銀行は，顧客との間で行う各種の取引を通じて，顧客か

ら提供された顧客自身の財産状況等に関する情報のほか，顧客以外の第三者

から提供された顧客に関する情報，さらには銀行が生産した顧客の信用状況

に関する情報など，多種多様かっ大量の情報を蓄積し利用している。そして，

これらの情報が正当な理由なく他に開示されるようなことがあれば，当該顧

客の信頼が棄損されるばかりでなく，将来期待される顧客との取引機会が失

(3 ) 本稿は，筆者が広島大学法科大学院で担当している科目「金融取引法」で取り上げ

たテーマを再構成したものでもある。

(4 ) 西原 [1968]76頁。

(5 ) 西原 [1968]76頁，岩原 [1983]163頁。
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われることにより銀行経営そのものに深刻な影響が及ぶことにもなりかねな

いと考えられる。こうしたことから，銀行の守秘義務の意義と守秘義務が解

除され情報開示が求められる正当な理由について検討することは極めて重要

なテーマとなる。

2.銀行情報開示を巡る最近の勤きの特徴と主な論点

銀行に対する情報開示請求ないし文書提出命令申立てが行われた事案につ

いて，最近相次いで重要な判決ないし決定がなされている。その概要につい

ては次のill. で整理することとして，以下ではその特徴および争われた主な

論点を予め確認しておこう。

(1)最近の動きの特徴

開示請求等の対象とされた銀行が保有する情報・文書についてみると，従-

来から対象とされてきた①預金取引履歴や預金者情報に加え，最近では，②

社内通達文書，③貸出葉議書，④自己査定資料，⑤大蔵検査・日銀考査所見

文書などが対象とされている。また，開示請求等の動機についてみると，相

続，貸金業者に対する過払金返還請求(①関連)，銀行の不適正融資(②③

関連)，メインパンク先との取引損害(④関連)，銀行倒産による出資損害

(⑤関連)といった事情が背景となっている。

上記の対象情報・文書および開示請求動機のうち，相続に関する預金取引

履歴開示請求(後出判例@)は，従来から争われてきた典型事例ではあるが，

長年にEり見解の分かれていた論点(下記 (2) i)) について最高裁とし

ての判断が示された点において重要な意義を有する。また，過払金返還請求

に関する預金者情報開示請求(判例@)は， 2006年貸金業法改正にもつなが

る最近の社会問題を背景としているほか，高裁段階ではあるが，開示請求の

方法としての弁護士会照会および裁判所調査嘱託の意義と効果について一つ

の判断が示された点において意義を有する。このほか，社内通達文書(判例
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@)，貸出葉議書(判例@⑦)，自己査定資料(判例⑧)，大蔵検査・日銀考査

所見文書(判例<!il)の提出命令申立ては，その背景にいわゆるバブル時代の

経済情勢と銀行行動の問題が窺われる点において，ほほ共通の特徴を有する

ものと言うことができょう。

( 2 )主な論点

i )預金取引履歴等開示請求権の根拠と請求方法

まず上記の預金取引に関する情報開示請求事案においては，①開示請求権

そのものの存否，②開示請求権ありとする場合，その法的根拠，③開示請求

権ありとする場合，共同相続人の一人による単独行使の可否とその根拠，④

銀行守秘義務を理由とする開示請求拒否の可否，の諸点が主な論点とされて

いる。

開示請求権については，その存否自体が論点となり，消費寄託に関する民

法条文や預金約款等に根拠がないとして，これを否定する判例(6)がある一方

で，これを肯定する判例(7)や学説も少なくなく，また肯定説の法的根拠につ

いては，①(準)委任説(預金契約には委任ないし準委任契約の側面もある

とする)，②付随義務説(預金契約に付随する権利・義務とする)，③信義則

説，などが主張されている。

また，共同相続人の一人による開示請求権の単独行使の可否については，

従来の判例(最三小決平 17.5.30およびこれを引用する東京地判平

18.11.17 <後出判例@の第一審>)は，これを否定するものと理解されてき

たが，他方でこれを肯定する見解も主張されてきた。

開示請求を拒否する理由として銀行守秘義務が主張され，その一環として

銀行の職業秘密が主張されるが，その当否が論点となる(下記iii)。

(6 ) 例えは東京地判平 14.8.30(金法 1678)。

(7) 例えば大阪高判平 15.9.18(金法 1693)。
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ii )弁護士会照会，裁判所調査嘱託の意義と応諾義務の存否

つぎに上記の預金取引情報等の開示請求の方法として弁護士会照会および

裁判所調査嘱託が行われることがあるが，その意義と照会等を受けた銀行の

応諾義務の存否，義務ありとすればその根拠が論点となる(後出判例@)。

弁護士会照会については，弁護士法 23条の 2第I項において「弁護士は，

受任事件について，所属弁護士会に対し，公私の団体等に照会して必要な事

項の報告を求めることを申し出ることができる。」とされ，同条 2項に「弁

護士会は，弁護士の申出に基づき，公私の団体等に照会して必要な事項の報

告を求めることができる。」と定められている。また，裁判所調査嘱託につ

いては，民訴法 151条1項において「裁判所は，訴訟関係を明瞭にするため，

次に掲げる処分をすることができる。Jとされ，同項 6号に「調査を嘱託す

ることJが定められている。これらの法規定の効果と銀行守秘義務との関係

が論点となる。

iii)文書提出の拒絶理由とされる「自己利用文書Jおよび「職業秘密文書」

の該当'性

裁判において相手方または第三者が所持する文書を証拠方法として用いる

手段の一つに文書提出命令の申立てがあり(民訴法 219条)，多くの事案で

同申立てがなされている(後出判例④~(}j))。

上記申立てがなされた場合に，民訴法 220条は， 1次に掲げる場合には，

文書の所持者は，その提出を拒むことができない。」としたうえで，同条4

号において「前3号に掲げる場合のほか，文書が次に掲げるもののいずれに

も該当しないとき。jとし，同号ニで「専ら文書の所持者の利用に供するた

めの文書」を規定している。また，民訴法 197条 l項は， 1次に掲げる場合

には，証人は，証言を拒むことができる。Jとし，同項3号で「技術又は職

業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」を定めており，これを受

けて， 220条4号ハにおいて， 1197条 l項2号に規定する事実または同項3
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号に規定する事項で，黙秘の義務が免除されていないものカT記載されている

文書Jを規定している。したがって， 220条4号ニに定める文書(以下「自

己利用文書」という)および同号ハに定める文書(以下「職業秘密文書」と

いう)については， i是出をt!:!むことができる。

これらの規定を踏まえ，文書提出を拒絶できる「自己利用文書jおよび

「職業秘密文書Jに該当する要件が論点となる (r自己利用文書j該当性につ

き後出判例④@⑦⑧(li)， r職業秘密文書」該当性につき判例⑥⑧⑥)。

iv)個人情報保護法との関係

なお，上記に比べればやや副次的な論点かもしれないが，銀行が文書提出

を拒絶する理由として個人情報保護法(平成 15年5月30日施行)の規定が

主張されることがある(後出判例@)。すなわち，同法は， r個人情報取扱事

業者は，次に掲げる場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで、，個

人データを第三者に提供しではならない。J(23条 l項)とし，原則として個

人情報の第三者提供を禁止している。銀行は通常，同法の個人情報取扱事業

者に該当することから，銀行が個人情報の開示請求や個人情報が記載された

文書の提出命令申立てに応じることが同法違反になるかどうかが論点となる。

皿.最近の主な裁判例の概要

銀行守秘義務と情報開示請求・文書提出命令申立てに関する最近の主な裁

判例について，対象とされた情報・文書別に分類してその概要を見ておこ

つ。

1.預金取引履歴・預金者情報

(1)相続関連
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@平成 21年 1月22日最高裁第一小法廷判決

[事案] AないしBの共同相続人の一人である Xが， AないしBが預金取引

をしていた銀行Yに対し， A名義ないしB名義の預金口座について，特定の

期間における取引経過の履歴を開示するよう求めたのに対し， Yは他の共同

相続人全員の同意がないとしてこれを拒否して争った事案である。

[判旨]最高裁第一小法廷は，概略以下の理由でYの上告を棄却した。

①預金契約は，消費寄託の性質を有するとともに，委任事務ないし準委任事

務の性質を有するものも多く含まれる。

②委任契約や準委任契約の受任者は委任者の求めに応じて委任事務等の処理

の状況を報告すべき義務を負うが(民法 645条， 656条)，預金契約において

銀行が処理すべき事務においても同様である。

③預金口座の取引経過の開示を受けることは，預金者にとって，銀行の事務

処理の適切さについて判断するために必要不可欠である。

④したがって，銀行は，預金契約に基づき，預金者の求めに応じて預金口座

の取引履歴を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。

⑤預金者が死亡した場合，その共同相続人の一人は，預金債権の一部を相続

により取得するにとどまるが，これとは別に，共同相続人全員に帰属する預

金契約上の地位に基づき，被相続人名義の預金口座についてその取引経過の

開示を求める権利を単独で、行使することができる(同法 264条， 252条ただ

し書)というべきである。

@平成 19年 12月11日最高裁第三小法廷決定

[事案]本件の本案訴訟 (Aの相続人である抗告人Xらが同じく相続人であ

るBに対し， Aの遺産に属する不動産につき共有持分権の確認および共有持

分移転登記手続きを，同じく預貯金につき金員の支払い等を請求)において，

Xらが， BがA名義の預金口座から預貯金の払戻しを受けて取得したのはA

から Bへの特別受益にあたる等と主張し Bがその取引銀行である相手方に
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開設した預金口座に上記払戻金を入金した事実を証明するために必要である

として，相手方に対し， Bとの取引履歴が記載された取引明細表を提出する

よう求める文書提出命令の申立てをしたのに対し，相手方は，本件明細表の

記載内容が「職業の秘密Jに該当するので提出義務を負わないとして争った

事案である。

原審(名古屋高決平 19.3.14)は，本件明細表が職業の秘密を記載した文書

にあたることは明らかであるとして，本件申立てを却下したのに対し，申立

人らが許可抗告を行った。

[判旨]最高裁第三小法廷は，概略以下の理由で原審の決定を破棄した。

①金融機関は，顧客情報について商慣習上または契約上，当該顧客との関係

において守秘義務を負うが，これは個々の顧客との関係において認められる

にすぎないものであるから，当該顧客自身が民事訴訟の当事者として開示義

務を負う場合には，当該顧客は金融機関の守秘義務により保護されるべき正

当な利益を有さず，金融機関は，訴訟手続において上記顧客情報を開示して

も守秘義務には違反しないというべきである。

②そうすると，同情報は，金融機関がこれにつき職業の秘密として保護に値

する独自の利益を有する場合は別として，民訴法 197条 l項3号にいう職業

の秘密として保護されないものというべきである。

③本件明細表は，相手方とその顧客Bとの取引履歴が記載されたものであり，

相手方は，同取引履歴を秘匿する独自の利益を有するものとはいえない。本

件明細表は， Bが所持しているとすれば提出義務の認められる文書であるか

ら， Bは相手方の守秘義務によって保護されるべき正当な利益を有さず，相

手方が本件明細表を提出しでも守秘義務に違反するものではないというべき

である。

④そうすると，本件明細表は，職業の秘密として保護されるべき情報が記載

された文書とはいえないから，相手方は，本件申立てに対して本件明細表の

提出を拒否することはできない。
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[補足意見]本決定には，田原裁判官による概略以下のような補足意見が付

されている。

0顧客情報は次のように分類される。

①取引情報，②取引に付閲して金融機関が取引先より得た取引先の情報，

①取引過程で金融機関が得た取引先の関連情報，④顧客に対する金融機関

内部での信用状況解析資料，第三者から入手した顧客の信用情報等。

0金融機関は，顧客との間で顧客情報について一般的に守秘義務を負うが，

それは当該個々の顧客との関係での義務であり，民訴法 197条 l項2号に定

める医師や弁護士等の職業上の守秘義務とは異なる。

0金融機関は，法律上開示義務を負う場合のほか，正当な理由がある場合

(一定の法律上の根拠に基づいて開示が求められる場合を含む)に第三者に

顧客情報を開示することができ，それがために守秘義務違反の責任を問われ

ることはない。

0民事訴訟手続において，裁判所から顧客に対して特定の顧客情報の提出が

求められた場合に，当該顧客がそれに応ずべきものであるときは，金融機関

が当該顧客情報(上記①②が該当)を提出したとしても，特段の事情がない

限り，守秘義務違反の問題は生じない。

0上記①②の文書であっても，当該顧客が訴訟当事者として提出義務を負う

文書以外の文書や対象文書の顧客情報が訴訟当事者以外の第三者に係るもの

である場合には，その提出命令に応じることが正当な理由に当たるか否かが

問題となる。また，上記③④の文書は，一般的な守秘義務の対象となる情報

に該当する。

0金融機関が文書提出命令に応じることは，原則として，一般的な守秘義務

との関係では前記の「正当な理由jに該当する。他方，金融機関にとって守

秘義務を維持することが職業の秘密として保護するに値するときは，文書提

出命令の申立てを拒むことができるが，その情報とは，その公開により金融

機関としての業務の遂行が困難となり，金融機関にとってその秘密を維持す
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ベき重大な利益がある場合である(最一小決平 12.3.l0)(8)。当該顧客情報が

この意味での職業の秘密に該当するか否かは，秘密保持の必要性並ぴにそれ

が公開された時の金融機関の業務への影響と裁判における実体的真実の解明

の必要性との比較衡量により決せられる。

0金融機関が職業の秘密に当たると主張し得る情報としては，前記②のうち

の秘匿性の高いと一般に認められる情報および③④のうちの一部が含まれ

る。

( 2 )過払金返還請求

@平成 19年1月30日大阪高裁判決(上告受理申立て)

[事案]xらは，金融機関Y1およびY2がそれらの庖舗に開設された預金

口座の開設者の氏名・住所等について弁護士法 23条の 2第 2項により求め

られた報告への回答を拒否ないし遅滞したこと，および預金名義人である特

定の個人の住所・電話番号について民訴法 151条1項6号等に基づく調査嘱

託への回答をしなかったことが不法行為にあたるとして損害賠償を請求した

事案である。

[判旨]大阪高裁は，金融機関の回答義務については概略以下①~⑤の理由

(8 ) 本決定は銀行守秘義務に関するものではないことから本稿の本文中では紹介してい

ないが，概要は次のとおりである。すなわち，本件の本案訴訟(親子電話装置を購入

し利用している原告らが機器に取庇があるとして被告に債務不履行等に基づく損害賠

償を請求)の原告が，機器の回路図等につき文書提出命令を申し立てた事件について，

原審(大阪高決平 11.3.26)が申立てを却下したのに対し，本決定は.r民訴法 197条

l項3号所定の「技術又は職業の秘密」とは，その事項が公開されると，当該技術の

有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影

響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解するのが相当である。jと判示し，

原審は文書の所持者の側に看過しがたい不利益が生じるおそれがあるかどうかについ

て判断していないとして差し戻した。
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でこれを認める一方，損害賠償請求については，⑥の理由でこれを棄却し

。
た

①弁護士の職務は，国の機関による公務とまではいえないまでも極めて公共

性の強い性格のものと位置付けられているというべきであり，弁護士法 23

条の 2所定の照会の制度は，わが国の司法制度を維持するための一つの制度

であると解される。当該照会を受けた公務所または公私の団体は，報告を求

められた事項について，照会した弁護士会に対して，法律上，報告する公的

な義務を負うものと解するのが相当である。

②調査嘱託は，民事訴訟を審理する裁判所が職権で行うもので，その回答は

直接に固の司法作用に供されるものであり，嘱託を受けた公私の団体は，裁

判所に対し，これに応じる公的な義務を負うことは明らかであると解され

る。

③本件照会および調査嘱託においてYらが回答を求められた事項は，個人情

報保護法(平成 15年5月30日施行)上の個人情報に該当するものと解され，

同法施行前であっても一定の法的な保護が要請される事項である。また，一

般的には， yら銀行とその顧客との聞には，取引契約上の付関義務として，

顧客の個人情報をみだりに第三者に提供してはならない義務を負うものと解

される。

④弁護士法 23条の 2所定の照会も，裁判所がする調査嘱託も，弁護士法や

民訴法等において個人情報についての除外規定や制限規定などはなく，個人

情報であるとの理由でその取得を制限されるのであれば，弁護士法や民訴法

の趣旨が没却され，国の司法制度は維持できなくなる。

⑤個人情報保護法は，個人情報取扱事業者が本人の同意を得ないで個人デー

タを第三者に提供することを原則として禁止するが，法令に基づく場合(同

法23条 1項 1号)などは除外されており，弁護士法23条の 2の規定による

照会や裁判所の調査嘱託に対する回答の場合は，正にこれに該当する。

⑥弁護士法 23条の 2所定の照会や調査嘱託に対して回答すべき法的義務は，
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弁護士会や裁判所に対する公的な義務であって，個々の弁護士やその依頼者

個人に対する関係での義務ではない。したがって，本件各拒否行為は， Xら

の個々の権利を侵害するものではなく，民法709条の要件にはあたらない。

2.社内通達文書

⑥平成 18年2月17日最高裁第二小法廷決定

[事案]本件の本案訴訟(抗告人である銀行Xが相手方Yらに対し，消費貸

借契約および連帯保証契約に基づき金員の支払いを請求)において， Yらが，

融資一体型変額保険に係る融資契約である本件取引は錯誤により無効である

等と主張し，同取引の勧誘をXが保険会社と一体となって行っていた事実を

証明するために必要であるとして， xが所持する社内通達文書につき文書提

出命令を申し立てたのに対し， Xは，本件文書は「自己利用文書Jに該当し

提出義務はないとして争った事案である。

[判旨]最高裁第二小法廷は，概略以下の理由でXの抗告を棄却し，本件文

書の提出を命じた。

①ある文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成され，外部の者に開示

することが予定されていない文書であって，開示によって所持者の側に看過

しがたい不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には，特段の事情が

ない限り，当該文書は民訴法 220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用

に供するための文書」に当たると解するのが相当である(最二小決平

11.11.12) (9)。

②本件各文書は，いわゆる社内通達文書であり，基本的にはXの内部の利用

に供する目的で作成されたものということができる。しかし，これらはXの

内部の意思が形成される過程で作成される文書ではなく，その開示により直

(9 ) 後出判例⑦。
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ちにXの自由な意思形成が阻害される性質のものではないほか，個人のプラ

イパシーに関する情報やXの営業秘密に関する事項が記載されているもので

もない。

3.貸出栗議書

@平成 13年 12月7日最高裁第二小法廷決定

[事案]本件の本案訴訟(経営破綻した木津信用組合の営業の全部を譲り受

けた整理回収機構Xが貸金債権等に基づき Yらに対し金員の支払い等を請

求)において， Yらは，貸金債務等を担保土地の売却によって弁済しようと

したところ木津信用組合等が土地の売却を妨害した等と主張し，これらの不

法行為に基づく損害賠償請求権と貸金債権等とを対等額で相殺する旨の抗弁

を行い，同抗弁に係る事実等を証明するために必要であるとして， Xが所持

する貸出菓議書につき文書提出命令を申し立てたのに対し， Xは，本件文書

は「自己利用文書Jに該当し提出義務はないと主張して争った事案である。

[判旨]最高裁第二小法廷は，概略以下の理由で抗告を棄却し，本件文書の

提出を命じた。

①本件文書は，木津信用組合がYらへの融資を決定する過程で作成した菓議

書とその付属書類であり，専ら内部の利用に供する目的で作成され，外部に

開示することが予定されていない文書であって，開示されると信用組合内部

における自由な意思形成が阻害されたりするなど看過しがたい不利益を生ず

るおそれがあるものとして，特段の事情がない限り，民訴法 220条 4号ハ所

定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解すべきで

ある(最二小決平 11.11.12)(0)。

②本件文書について検討すると，次の事実関係等の下では，上記の特段の事

(10) 後出判例⑦。
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情があることを肯定すべきである。

・本件文書の所持者である抗告人は，預金保険機構から委託を受け，破綻

金融機関からその資産を買い取り，その管理・処分を行うことを主な業務

とする株式会社である。

-抗告人は，木津信用組合の経営が破綻したため，その営業の全部を譲り

受けたことに伴い，本件文書を所持するにいたった。

-本件文書の作成者である木津信用組合は，清算中であり，将来において

も貸付業務等を自ら行うことはない。

-本件文書の提出を命じられることにより，抗告人において，自由な意見

表明に支障を来しその自由な意思形成が悶害されるおそれがあるものとは

考えられない。

③このような結論を採ることによって，現に営業活動をしている金融機関に

おいて，いったん経営が破綻したときは，貸出菓議書が開示される可能性が

あることを危倶して自由な意思形成が阻害されるおそれがないか，という点

が問題となり得るが，このような危倶に基づく影響は，上記の結論を左右す

るに足る程のものとは考えられない。

①平成 11年11月12日最高裁第二小法廷決定

[事案]本件の本案訴訟(本件の相手方である Yが，本件の抗告人である銀

行Xから融資を受け有価証券取引を行ったところ，多額の損害を被ったとし

て， Xの過剰融資による顧客への安全配慮義務違反を主張して損害賠償を請

求)における Yが， Xにおいて有価証券取引により貸付金利息を上回る利益

を上げることを前提で貸出の菓議が行われたことを証明するために必要で、あ

るとして， Xが所持する貸出菓議書等につき文書提出命令を申し立てたのに

対し， Xは，本件文書は「自己利用文書jに該当し提出義務はないと主張し

争った事案である。

[判旨]最高裁第二小法廷は，概略以下の理由でXの抗告を認め，本件文書
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の提出を命ずべきものではないとした。

①ある文書が，その作成の目的・内容，所持に至る経緯等から判断して，専

ら内部の者の利用に供する目的で作成され，外部の者に開示することが予定

されていない文書であって，開示されると個人のプライパシーが侵害された

り個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど，開示によって

所持者の側に看過しがたい不利益が生ずるおそれがあると認められる場合に

は，特段の事情がない限り，当該文書は民事訴訟法220条4号ハ所定の「専

ら文書の所持者の利用に供するための文書jに当たると解するのが相当であ

る。

②本件文書の作成の目的や記載内容等からすると，銀行の貸出票読書は，銀

行内部において，融資案件についての意思形成を円滑，適切に行うために作

成される文書であって，法令によってその作成が義務付けられたものでもな

く，融資の是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上，忌↑車のな

い評価や意見も記載されることが予定されているものである。

③したがって，貸出菓議書は，専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され，

外部に開示することが予定されていない文書であって，開示されると銀行内

部における自由な意見の表明に支障をきたし銀行の自由な意思形成が阻害さ

れるおそれがあるものとして，特段の事情がない限り， ["専ら文書の所持者

の利用に供するための文書Jに当たると解すべきである。

④本件において特段の事情の存在はうかがわれないから，本件文書は「専ら

文書の所持者の利用に供するための文書jというべきであり，抗告人に対し

民訴法 220条4号に基づく提出義務を認めることはできない。

4.自己査定資料

⑧平成 20年 11月25日最高裁第三小法廷決定

[事案]本件の本案訴訟(本件の相手方である Yらは，本件の抗告人である
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銀行Xが，そのメインパンク先企業Aの経営破綻の可能性が大きいことを認

識し， Aを全面的に支援する意思は有していなかったにもかかわらず，全面

的に支援すると説明してYらを欺同したため，あるいはAの経営状態につい

て正確な情報を提供すべき注意義務を怠ったため， YらはAとの取引を継続

しAの民事再生手続開始決定により損害を被ったとして損害賠償を請求)に

おけるYらが，本案訴訟においてXの欺同行為及び注意義務違反行為を証明

するために必要であるとして， Xが所持する自己査定資料一式について文書

提出命令を申し立てたのに対し， Xは，本件文書は「自己利用文書Jまたは

「職業秘密文書」に該当し提出義務はないと主張して争った事案である。

第一審(東京地決平 18.8.18)は，本件文書は職業秘密文書にも自己利用文

書にも当たらないとして文書の提出を命じたのに対し，差戻前抗告審(東京

高決平 19.1.10)は，本件文書は自己利用文書に当たるとして申立てを却下し

た。これに対し，許可抗告審(最二小決平 19.11.30)は，自己利用文書該当

性に関する最高裁判例(最二小決平 11.11.12) を引用したうえで，本件文書

は，監督官庁による検査において資産査定の正確性を裏付ける資料として必

要とされているものであるから，相手方以外の者による利用が予定されてい

るものであり自己利用文書には当たらないとし，そのうえで，職業秘密文書

に当たるかどうかについて審理を尽くさせるため原審に差し戻した。

第二次抗告審(東京高決平 20.4.2)は，民訴法 223条6項に基づき Xに本

件文書を提出させた上でこれを閲読した結果， i)本件文書に記載されてい

る情報は，大別して，①公表することを前提として作成される会計帳簿に含

まれるAの財務情報，②Xが守秘義務を負うことを前提にAから提供された

非公開のAの財務情報，③Xが外部から得たAの信用に関する情報，④Aの

財務情報等を基礎としてXが行った分析，評価の過程およびその結果並びに

それを踏まえた今後の業績見通し，融資方針等に関する情報，であるこ

と， ii)本件文書に記載された査定方法における Xの工夫の独自性，価値は

限定的で特別の保護を与えるべきノウハウとはいえないこと，を認定した。
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そして，上記③の情報の全部並びに①および④の情報のうちAの取引先等

の第三者に関するものが記載されている部分は民訴法 220条4号ハ所定の職

業秘密文書に該当するが，その余は該当しないとして，該当しない文書の提

出を命じた。

これに対し，抗告人は， Aの取引先等の第三者に関するものを除く上記②

および④の情報(以下「本件非公開財務情報JI本件分析評価情報J)が記載

された部分も民訴法 220条 4号ハ所定の職業秘密文書に該当し提出義務はな

いと主張し抗告した。

[判旨]最高裁第三小法廷は，概略以下の理由でXの抗告を棄却し，本件文

書の提出を命じた。

①本件非公開財務情報は，次の事情に照らすと抗告人の職業の秘密として保

護されるべき情報に当たらないというべきであり，抗告人は，本件非公開財

務情報部分の提出を拒絶することはできない。

-金融機関が民事訴訟の当事者として開示を求められた顧客情報につい

て，当該顧客が上記受訴裁判所から同情報の開示を求められればこれを開

示すべき義務を負う場合には，当該顧客は同情報につき金融機関の守秘義

務により保護されるべき正当な利益を有さず，金融機関は，訴訟手続にお

いて同情報を開示しでも守秘義務には違反しないと解するのが相当である

(最三小決平 19.12.11)(川。

-民訴法 220条4号ハにおいて引用される同法 197条 1項3号にいう「職

業の秘密」とは，その事項が公開されると，当該職業に深刻な影響を与え

以後その遂行が困難になるものをいう(最一小決平 12.3.10)(2)が，顧客が

開示義務を負う顧客情報については，金融機関が職業の秘密として保護に

値する独自の利益を有する場合は別として，職業の秘密として保護される

ものではないというべきである。

(11) 前出判例⑤。

(12) 脚注8参照。
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-本件非公開財務情報は， Aの財務情報であるから Xがこれを秘匿する独

自の利益を有するものとはいえない。

'Aが本案訴訟の受訴裁判所から本件非公開財務情報の開示を求められた

場合には，民事再生手続き開始決定を受けているAにとって，これが開示

されてもその受ける不利益は通常は軽微なものと考えられること，相手方

Yらは再生債権者であって民事再生手続の中で本件非公開財務情報に接す

ることも可能であることなどに照らせば，それが開示されても抗告人Xの

業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるとはいえないから，職

業の秘密には当たらないというべきであり， Xは，本件非公開財務情報部

分の提出を拒絶することはできない。

・そうすると，本件非公開財務情報は， xの職業の秘密として保護される

べき情報には当たらないというべきである。

②本件分析評価情報は，次の事情に照らすと抗告人Xの職業の秘密には当た

るが，保護に値する秘密には当たらないというべきであり， Xは，本件分析

評価情報部分の提出を拒絶することはできない。

-文書提出命令の対象文書に職業の秘密に当たる情報が記載されていて

も，文書の提出を拒絶することができるのは，対象文書に記載された職業

の秘密が保護に値する秘密に当たる場合に限られ，当該情報が保護に値す

る秘密であるかどうかは，その情報の内容，性質，開示されることにより

所持者に与える不利益の内容，程度等と，当該民事事件の内容，性質，当

該文書を証拠として必要とする程度等の諸事情を比較衡量して決すべきも

のである(最三小決平 18.10.3)(問。

・一般に，金融機関が顧客の財務状況等について分析・評価した情報は，

これが開示されれば当該顧客が重大な不利益を被り，金融機関に対する信

頼が損なわれるなど金融機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困

難になるものといえるから，金融機関の職業の秘密に当たると解され，本

件分析評価情報も抗告人の職業の秘密に当たると解される。
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・しかし，本件分析評価情報は，民事再生手続開始決定前の財務情報等に

関するものであるから，これが開示されても Aが受ける不利益は小さく，

抗告人Xの業務に対する影響も通常は軽微なものであると考えられる。一

方，本件分析評価情報は， Aの経営状態に対する抗告人の率直かっ正確な

認識が記載されているものと考えられ，本案訴訟の争点を立証する書証と

しての証拠価値は高く，これに代わる中立的・客観的な証拠の存在は伺わ

れない。

5.大蔵検査・日銀考査所見文書

@平成 16年 12月27日大阪高裁決定(確定)(14) 

[事案]本件の本案訴訟(被告信用金庫Ylの出資者である原告Xらが， Y

lの経営破綻により出資金の返還を受けることができなくなったところ， Y

Iの出資勧誘行為には詐欺等の違法があり，被告国Y2はY1の違法行為を

(13) 本決定は銀行守秘義務に関するものではないことから本稿の本文中では紹介してい

ないが，概要は次のとおりである。すなわち，民事事件で証人となった報道関係者が

職業の秘密を理由に取材源に関する証言を拒絶することができるかが争われた事件に

ついて，本決定は.rある秘密が職業の秘密に当たる場合においても，そのことから

直ちに証言拒絶が認められるものではなしそのうち保護に値する秘密についてのみ

証言拒絶が認められると解すべきである。そして保護に値する秘密であるかどうかは，

秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判

の公正との比較衡量によって決せられるというべきである。Jと判示し，さらに「当

該取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは，当該報道の内容，性質，その

社会的な意義・価値，当該取材の態様，将来における同種の取材活動が妨げられるこ

とによって生ずる不利益の内容，程度等と，当該民事事件において当該証言を必要と

する程度，代替証拠の有無等を比較衡量して決すべきことになる。」としたうえで，

本件については，証言拒絶を認めた。

(14) 本件とは別に， Xらは， Y 1に対しY1が所持する日銀考査所見通知の提出を，国

に対し大蔵省財務局のY1に対する検査結果示達書の提出を，それぞれ申立て，第一

審では本件とほぼ同様の理由で申立てが認容されている。
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放置したほか， Y 1の有する貸金債権について恋意的な評価を行ったことに

より Ylを経営破綻に追い込んだ違法があるとして， Y 1に対しては不法行

為に基づく損害賠償を， Y 2に対しては国家賠償法に基づく損害賠償等をそ

れぞれ請求)における Xらが， Y 1が詐欺的な方法により出資の勧誘をした

こと， Y 2による検査が恋意的な方法でされたことを立証するため，同検査

を行うに際して大きな影響を受けたと考えられる日銀考査の内容を明らかに

する必要があるとして，原審相手方・抗告人(日本銀行)が保管する， Y 1 

に送付した考査所見通知につき文書提出命令を申し立てたのに対し，抗告人

は，本件文書は「職業秘密文書」に該当し提出義務はないと主張して争った

事案である。

[判旨]大阪高裁は，概略以下の理由で抗告を棄却し，本件文書の提出を命

じた。

①日銀考査は，抗告人と金融機関との信頼関係に基づいて行われているもの

であるが，他方，考査契約には，考査先が正当な理由なく考査や情報提供を

拒絶した場合には，抗告人はその事実を公表できること，当座取引の解約な

どを行うことを妨げないことが定められている。

②このような事実に基づき，本件文書が公表されると金融機関が抗告人に対

する情報提供を跨陪し消極的になる危倶があるとの抗告人の主張について考

察すると，本件文書について， I未だ経営破綻していない金融機関Jについ

ては，文書提出命令の対象とならず， Iすでに経営破綻した金融機関jにつ

いてはその対象となるとの法理が確立したならば，日銀考査が現に行われる

「未だ経営破綻していない金融機関」において，情報提供の臨時等の危倶が

生じることはないというべきである。

③考査対象金融機関が情報提供等を拒否した場合に抗告人が考査契約上で有

する強力な権限を前提にすると，抗告人が危倶する状況が生じるとは認め難

u、。

④さらに，抗告人は，金融庁長官から求めがあれば考査結果を提出しなけれ
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ばならないほか，正当な理由がある場合には開示することができる旨定めら

れていることは，考査を受ける金融機関においても，考査結果が契約当事者

以外への提出等開示されることを予想して考査を受けるということであり，

裁判所の文書提出命令に応じて提出されることになったとしても，資料の提

出等に消極的な姿勢になるとは到底認め難い。

⑤上記法理が確定した場合にも，金融機関側が将来経営破綻した場合に考査

結果が公表されることを慮って，日銀考査に対して情報提供に消極的になる

ことがあり得るとしても，その危倶は，極めて抽象的なものにすぎず，ほと

んど皆無にすぎないことが推認できる。

⑤他方，本件文書は本件訴訟における立証上必要性が高い。

町.判例法理の整理と若干の考察

前記 II. 2. (2)で提示した主な論点に則して，上記の裁判例により形

成されてきた法理を整理するとともに若干の考察を加えることとする。

1.預金取引履歴開示請求権の根拠と請求方法

相続人が被相続人の取引銀行に対し預金取引履歴の開示を請求することが

ある(前出判例@@)。その際，①相続人に開示請求権があるか(銀行は開示

義務を負うか)，②開示請求権がある場合，共同相続人の一人がそれを単独

で行使することができるか，③銀行は守秘義務を理由に開示を拒否できるか，

が争点となる(③については，銀行の職業秘密が根拠とされることから， 3. 

で後述)。

争点①については，東京地判平 14.8.30(金法 1678号)は，預金契約は消

費寄託契約と解されるところ，消費寄託契約につきその程の義務を定めた規

定はないこと等を理由に開示請求権は認められないとし，控訴審の東京高判

平 14.12.4(金法 1693号)も， I預金契約関係は，委任ないし準委任類似の契
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約関係を含む場合もあると見る余地も皆無とはいえずJとしつつも，本件で

は，その立証がないとして控訴を棄却した。

また争点②についても，上記東京高判平 14.12.4は， i (相続人が預金口座

の取引経過明細の開示を受け得る)この地位は，預金契約当事者としての地

位に由来するものであり， ・・・これを可分のものと観念することはできな

いから， ・・・いまだ遺産分割等が行われていない段階においては，単独で

その地位を取得するに至らず， ・・・単独で、開示を請求したとしても・・・

強制的に銀行をしてその開示をなさしめることはできない。」と判示し，請

求を棄却した。

さらに上記東京高判の上告審(最三小決平 17.5.20金法 1751号)は，上告

棄却・不受理としたことから，上記争点①②について，判例は否定的な見解

を示したものと受け止められてきた。

これに対し，前出判例@(最一小判平 21.1.22)は，上記争点①については，

i )預金契約には委任事務ないし準委任事務の性質も含まれること， ii)受

任者たる銀行は，受任事務の処理状況を委任者たる預金者に報告する義務を

負うこと， iii)預金者が預金取引経過の開示を受けることは，銀行の受任事

務処理の適切さを判断するために必要不可欠であること，を理由に相続人に

よる開示請求を認めた。その上で，上記争点②については， i)預金取引開

示請求権は，共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づくものであ

ること， ii)共同相続人の一人による開示請求権の行使は，準共有物の保存

行為として認められること，を理由にこれを認めた。

このように，本判決は，下級審判例や学説において見解の分かれていた上

記論点について，新たな視点も加えた論理構成により最高裁としての結論を

下したものと評価することができょう。

2.弁護士会照会，裁判所調査嘱託の意義と応諾義務の存否

弁護士法 23条の 2第2項に基づく照会および民訴法 151条 1項6号に基
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づく裁判所による調査嘱託の意義およびそれを受けた銀行の応諾義務の存否

について，高裁段階ではあるものの，一定の判断を示したのが前出判例@

(大阪高判平 19.1.30)である。本件は，預金者情報について弁護士会照会お

よび裁判所調査嘱託を受けた銀行が回答を拒否ないし遅滞したことが不法行

為に当たるとして，損害賠償を求められた事案であるが，大阪高裁は，次の

理由で銀行には回答義務があるとした(ただし損害賠償請求は棄却)。すな

わち. i)弁護士会照会制度は，わが国の司法制度を維持するための制度で

あり，照会を受けた公務所または公私の団体は報告する公的な義務を負うも

のと解されること. ii)裁判所調査嘱託は，民事訴訟を審理する裁判所が職

権で行うもので，その回答は固の司法作用に供されるものであり，嘱託を受

けた公私の団体がこれに応じる公的義務を負うことは明らかであること. iii) 

弁護士会照会も裁判所調査嘱託も，根拠法に個人情報についての除外規定等

はなく，個人情報を理由にその取得が制限されるのであれば，国の司法制度

は維持できなくなること，というものである。

このような大阪高裁の判断はやや大上段に構えた建前論の嫌いもなくはな

く，銀行秘密保持との利益考量をせずに結論を導いた論理構成や損害賠償請

求を棄却した論拠には厳しい批判(15)がなされているものの，弁護士会照会お

よび裁判所調査嘱託への一般的応諾義務を認める論旨自体は妥当であろう。

3.文書提出の拒絶理由とされる「自己利用文書」および「職業秘密文書」

の該当性

(15) 本多正樹 [2009]133頁は，銀行守秘義務との衝突が問題となっている場合に，拍

象的に法的義務の有無を論じても意味はないとして厳しく批判するとともに，第一審

(大阪地判平 18.2.22)の判示した論理構成(すなわち，銀行が守秘義務を負っている

情報については，原則として弁護士会照会への報告義務を免れるとした上で，①権利

侵害の明白性，②開示を受ける正当な利益の存在.G:他の方法の不存在，の3要件を

満たす場合に報告義務を負うとする)に説得性を見出しつつ，その要件の当てはめに

は検討の余地がある旨指摘している o
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(1) I自己利用文書」該当性

「自己利用文書」該当性については，社内通達文書(前出判例④)，貸出

菓議書(同@⑦)，自己査定資料(同⑧)を対象として争われた(日銀考査所

見文書(同Qi))に関しては「自己利用文書J該当性については直接の争点と

はされていないものの，間接的に言及されている)。このうち最高裁として

初めて判断の枠組みを提示したのが貸出菓議書を対象とする判例⑦(最二小

決平 11.11.12)であり， I自己利用文書」該当性を判断する要件として，次の

諸点を提示した(同決定は貸出菓議書を「自己利用文書jと認め提出を要し

ないとした)。

すなわち， i)専ら内部の者の利用に供する目的で作成され，外部の者に

開示することが予定されていない文書であること， ii)開示されると個人の

プライパシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害された

りするなど所持者に看過しがたい不利益が生ずるおそれがあること， iii) 

「自己利用文書」性を排斥する特段の事情がないこと，である。なお，判例⑦

は，対象となった文書に上記要件 i)を当てはめる際に， I法令によってそ

の作成が義務付けられたものでもなくJと指摘しており，要件 i)を補足す

るものとして， vi)法令によりその作成が義務付けられたものでないこと，

という要件を想定しているようにも解釈し得る。

判初UCDが提示した上記の枠組みはその後の裁判例でも踏襲された。すなわ

ち，社内通達文書に関する判例@(最二小決平 18.2.17)は，上記要件 i)は

充足するものの，要件 ii)が充足されないことを理由に「自己利用文書」該

当性を否定した。判例⑦と同じく貸出棄議書が対象とされた判例@(最二小

決平 13.12.7)は，上記要件 ii)を充たさない特段の事情がある(要件iii)

として「自己利用文書j該当性を否定した。自己査定資料に関する判例⑧

(最三小決平 20.11.25)は専ら「職業秘密文書J該当性について判示している

が，それに先立つ許可抗告審(最二小決平 19.11.30)は， I監督官庁による検

査において資産査定の正確性を裏付ける資料として必要とされているもので
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あるjとして，上記要件 iv)類似の要件を介して要件 i)が充足されないこ

とを理由に「自己利用文書j該当性を否定した。また，日銀考査所見文書に

関する判例QY(大阪高決平 16.12.27) は， r自己利用文書」該当性そのものは

直接の争点とされていないが， r金融庁長官から求めがあれば考査結果を提

出しなければならないJこと等から， r考査を受ける金融機関において

も， ・・・開示されることを予想して考査を受けるということであり」と指

摘し，間接的ながら「自己利用文書」該当性を否定したものと捉えることが

できる。

( 2) r職業秘密文書」該当性

上記の「自己利用文書」該当性とは別の文書提出拒絶事由として「職業秘

密文書J該当性がある。したがって，仮に「自己利用文書j該当性が否定さ

れたとしても， r職業秘密文書j該当性が論点となり得る。自己査定資料に

関する判例@(最三小決平 20.11.25)はそのケースであり，許可抗告審(最

二小決 19.11.30)が「自己利用文書J該当性を否定し「職業秘密文書」該当

性について審理を差し戻したのを受けての決定である。

「職業秘密文書J該当性についての最高裁の判断の枠組みは順次進化して

きた。すなわち，まず i)r職業の秘密」とは， rその事項が開示されると当

該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいう」と定義さ

れた(最一小決平 12.3.10)(1九その上で， ii)文書の提出を拒絶できるのは，

「職業の秘密jが「保護に価する秘密jに当たる場合に限られること， iii) 

その判断は， r秘密の公表による不利益jと「真実発見および裁判の公正」

との比較衡量により決すべきこと，とされた(最三小決平 18.10.3)(171。こう

した比較衡量論については有力な批判説081も主張されているが，判例では一

貫してその枠組みが踏襲されている。前出判例@(最三小決平 19.12.11)お

(16) 脚注8参照。

(17) 脚注 13参照。
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よび判例@(最三小決平 20.11.25) もこの流れに沿うものであり，そこで形

成された論理を改めて確認すると次のようになる。

すなわち，判例⑥は，預金取引明細表について「職業秘密文書」該当性が

争われた事案であるが，最高裁は，当該顧客情報について. i)顧客自身が

訴訟当事者としてその開示義務を負う場合には，当該顧客は銀行の守秘義務

により保護されるべき正当な利益を有しないこと. ii)銀行の職業秘密とし

て「独自の利益jを有する場合は「職業秘密文書Jとして保護され得ること，

iii )しかし，本件文書については銀行にはこれを秘置する独自の利益はない

こと，から「職業秘密文書jに当たらないとした。

なお，同判例には田原裁判官の補足意見が付されており，判旨と重複しな

い部分のみ適示すると次のとおりである。すなわち. iv)顧客情報は，①取

引情報，②取引に付隠して銀行が顧客から得た顧客情報，③取引過程で銀行

が得た顧客関連情報，④銀行が作成した顧客の信用解析資料，第三者から入

手した顧客信用情報，に分類できること. v)銀行の守秘義務は，個々の顧

客との関係での義務であり，弁護士等の職業上の守秘義務とは異なること，

vi)上記①②の文書で，顧客が訴訟当事者として提出義務を負う文書以外の

文書や，当該文書の顧客情報が第三者に係るものである場合には，その提出

命令に応じる正当理由の存否が問題となること，上記③④の文書は，一般的

な守秘義務の対象となる情報に該当すること，吋)銀行が職業の秘密に当た

ると主張しうる情報としては，上記②のうち秘匿性の高いと一般に認められ

るものおよび@④の一部が含まれること，というものである。

判例@の事案は，上記の田原裁判官の分類によれば顧客情報②③の一部

(判例では「本件非公開財務情報J)および④の一部(同「本件分析評価情報J)

(18) 伊藤良 [2008]350頁は.r裁判所としては，当該秘密の客観的性質を考慮して，

技術または職業の秘密に該当するかどうかを判断すれば十分Jであり.r利益考量を

判断枠組みとすることは，秘密の主体の側にとっても，証言拒絶権が認められるかど

うかについての予測可能4性が失われ，好ましいとは考えられない。Jと批判しているo
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について「職業秘密文書J該当性が争われたものである。最高裁は，いずれ

も「職業秘密文書Jには該当しないとしたが，その論理は次のとおりである。

すなわち， r本件非公開財務情報Jについては， i)民事再生手続開始決定

を受けた当該顧客にとって情報開示により受ける不利益は軽微であるこ

と， ii)銀行がこれを秘匿する独自の利益はなく，開示されても業務の遂行

に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるとはいえないこと，また，

「本件分析評価情報jについては， iii )銀行の職業の秘密に当たるが， iv) 

これが開示されても顧客の受ける不利益は小さし銀行の業務への影響も軽

微である一方，書証としての証拠価値は高く，これに代わる証拠がないこと，

というものである。なお， r本件分析評価情報Jについては，許可抗告審

(最二小決平 19.11.30)の差戻し審である第二次抗告審(東京高決平 20.4.2)

において，東京高裁は，いわゆるインカメラ手続(民訴法 223条 6項)によ

りこれを閲読した結果，本件文書に記載された査定方法における銀行の工夫

の独自性，価値は限定的で特別のノウハウとはいえないと認定し，最高裁は，

この認定を許可抗告審で争うことはできないとした。

さらに，前出判例@(大阪高決平 16.12.27)では，日銀考査所見文書につ

いて「職業秘密文書」該当性が争われたが，大阪高裁は，本件文書が公表さ

れると銀行が日本銀行に対する情報提供を跨路し考査業務に深刻な影響を与

える危倶があるとの抗告人の主張に対し， r未だ経営破綻していない金融機

関Jについては文書提出命令の対象とはならず， rすでに経営破綻した金融

機関jについてはその対象となるとの法理が確立すれば，日銀考査が現に行

われる「未だ経営破綻していない金融機関Jにおいて，情報提供の跨陪等の

危倶が生じることはないとする一方で，本件文書の立証上の必要性は高いと

して， r職業秘密文書J該当性を否定した。

参考までに，上記の判例法理を多少パターン化してみると，次表のように

再構成することができょう。なお，表の中で[問題 1] [問題2][問題3] 

と標記している点を中心に，次の (3)で若干の検討を加えることとしたい。
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銀行職業秘密
秘密の内容

情報開示(秘密保護に値しない)
関連判例

の帰属主体 の要件

-顧客に開示義務があること 判例⑤③

顧客 顧客に関する情報 -顧客倒産等により開示の影 判例⑧⑥

響が軽微なこと

顧客から入手した顧
顧客に開不義務があり，銀行

客に関する情報
が秘匿する独自の利益がない 判例⑥⑧

こと

銀行
銀行による顧客に関 顧客倒産等により開示の影響

判例③⑥
する分析評価情報 が軽微なこと[問題 1] 

分析評価のノウハウ
独自の価値がないこと[問題 判例⑧

第二次抗告審

第三者から入手した 開示不可。ただし論拠不詳 判例③

顧客に関する情報 [問題3] 第二次抗告審

第三者 顧客に関する情報及

び銀行による分析評 開示不可。ただし論拠不詳 判例③

価情報のうち第三者 [問題3] 一九に関するもの

( 3) r自己利用文書Jおよび「職業秘密文書」の該当性に関する若干の検討

上で確認したように， r自己利用文書」および「職業秘密文書Jの該当性

に関する判例法理が漸次形成されてきたが，ここではそれらの判例法理に対

する幾つかの疑問を提示し若干の検討を試みることとする。

(判断枠組みのアンバランス)

第一は， r自己利用文書j該当性と「職業秘密文書J該当性に関する判例

の判断枠組みのアンバランスについてである。すなわち， r自己利用文書」

該当性については，①専ら内部利用目的で作成され，外部に開示することが

予定されていないこと，②開示されると個人ないし団体の自由な意思形成が
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阻害されたりするなど所持者に看過しがたい不利益が生ずるおそれがあるこ

と，を基本的な要件とし，③特段の事情がない限り， 1自己利用文書Jに当

たるとの判断枠組みが形成されている。これに対し， 1職業秘密文書j該当

性については，①その事項が開示されると当該職業に深刻な影響を与え以後

その遂行が困難になるものは「職業秘密Jに当たること，②ただし，文書の

提出を拒絶できるのは， 1職業の秘密」が「保護に価する秘密jに当たる場

合に限られること，①その判断は，秘密の公表による不利益と真実発見およ

び裁判の公正との比較衡量により決すべきであること，との判断枠組みが形

成されている。

このように， 1自己利用文書J該当性については， 1自己利用文書J性自体

を要件としてその該当性が判断されるのに対し， 1職業秘密文書J該当性に

ついては， 1職業秘密文書」性自体の要件のほかに， 1保護に価する秘密Jと

いう要件を付加して，利益衡量によりその該当性が判断されている。もちろ

ん， 1自己利用文書」と「職業秘密文書」は，それぞれ独立した文書提出拒

否事由であり，それらの判断枠組みが異なるものであったとしても何ら不自

然なことではないが，必ずしもそれを異にする合理的な理由があるとも思え

ない。後者における比較衡量論に関する問題点(則を解消するとともに，両者

の判断枠組みの一元化を図るという観点からも，後者の比較衡量論を排し，

判断すべき要件を両者に共通する「秘密性jそのものに純化して判断枠組み

を再構成(ないし法改正)することが考えられるのではないかと思われる。

(1自己利用文書」性の判断基準とその適用における問題)

第二は， r自己利用文書」該当性の判断基準に関するものであり， 1自己利

用文書」性を補足するものとして言及されることのある「法令によりその作

成が義務付けられたもの」でないこと(前出判例⑦)や「監督官庁による利

(19) 脚注 18参照。
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用が予定されているものJでないこと(前出判例⑧関連)を要件とすること

の不明確さである。すなわち，判例⑦は，銀行貸出票読書について， r法令に

よりその作成が義務付けられたもの」ではないとして「自己利用文書J該当

性を肯定したのに対し，判例@に関連する許可抗告審は，銀行自己査定資料

について， r監督官庁による利用が予定されているものJであるとして「自

己利用文書」該当性を否定した。後者において，自己査定資料が「自己利用

文書Jに当たらない理由として指摘された「監督官庁による利用が予定され

ているもの」であることとは，前者において指摘された「法令によりその作

成が義務付けられているものjであることを示唆しているようにも考えられ

るが，ここには以下のような問題があるように思われる。

第一は， r法令によりその作成が義務付けられたもの」の意味および「監

督官庁による利用が予定されているものJとの関係が不明確であることであ

る。判例⑧で対象とされている自己査定資料については，そもそも自己査定

資料なるものの様式が法定されその作成が義務付けられているわけではな

い。銀行が資産の自己査定を行うべきことは法令(銀行法 26条関連の内閣

府令・財務省令)で義務付けられているが，自己査定を行う際の基準の策定

については，銀行独自の判断とその創意工夫に委ねられており〈20)，ましてや

自己査定の結果およびその経過を記述した資料は正に銀行の創意工夫の産物

ということができる。それゆえに最高裁は，自己査定資料については， r法
令によりその作成から義務付けられたものJではなく「監督官庁による利用

が予定されているものjとの文言を用いたとも推測され， r自己利用文書」

の要件とする「専ら内部利用目的で作成され，外部に開示することが予定さ

れていないことJのうち，前段部分を否定する要素として「法令によりその

作成が義務付けられたものJを，後段部分を否定する要素として「監督官庁

による利用が予定されているものjをそれぞれ示し使い分けているようにも

(20) 中川隆進 [1997]27頁参照。
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解釈できるが，いずれにしても上記両用語の意味とその対象範囲および両者

の関係は不明確と言わざるを得ない。したがって，仮に「法令によりその作

成が義務付けられているものjや「監督官庁による利用が予定されているも

の」を「自己利用文書jから除外す'るにしても，その基準の適用には対象文

書ごとに慎重な見極めが必要であろう。

第二は，これとも関連するが， 1監督官庁による利用が予定されているも

のj という基準の適用の問題である。前述のように， 1自己利用文書」該当

性の要件の第ーを「専ら内部利用目的で作成され，外部に開示することが予

定されていないこと」と捉えるならば，監督官庁とはいえ外部の者による利

用が予定されている文書は，形式的には「内部利用文書jに当たらないこと

は言うまでもない。しかし，厳格な守秘義務を負う監督官庁とその他の外部

者とを同列に扱うことには違和感があると言わざるを得ないほか，仮に「監

督官庁による利用が予定されているものJを「自己利用文書jから除外し提

出義務を課すとしても，監督官庁以外の者に対する開示の方法については慎

重な配慮、が必要であろう。

なお，前出判例⑦(最二小決 11.11.12)は，銀行貸出菓議書について， 1法

令によってその作成が義務付けられたものでもないJとして「自己利用文書J

に当たるとしたが，同菓議書は，銀行検査等において「監督官庁による利用

が予定されているものJと言えなくもなく，また，記載内容の類似性等(21)に

照らしでも，上記の自己査定資料との取扱いの差異を合理的に説明し得るか

微妙なところであろう。

(1職業秘密文書」性および同該当性の判断基準の適用における問題)

(21) 貸出棄議書は，貸出案件の事前審査段階での分析評価文書である一方，自己査定資

料は，貸出案件の実行後の分析評価文書であるという遠いはあるものの，両者には，

借手の信用状態に関する銀行の情報生産物であるという点において類似性ないし共通

性がある。
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第三は， I職業秘密文書J性および同該当性の判断基準に関するものであ

る。前記の判断枠組みにおける比較衡量論自体の是非はおくとして，ここで

は，前掲表の[問題 1J [問題2J [問題3Jを中心に， I職業秘密文書」性

の判断基準の適用と比較衡量論の適用における問題を指摘しておきたい。

まず， I職業秘密文書J性を充足する要件の第一に，判例は， I職業秘密J

とは， Iその事項が開示されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行

が困難になるものをいうJ(最一小決平 12.3.10) と指摘する。そして， I自己

査定資料」について審理した判例⑧(最三小決 20.11.25)は，顧客の非公開

財務情報については，それが開示されても，倒産した顧客の受ける不利益は

小さいこと等から銀行業務への影響は深刻ではないとして， I職業秘密」に

は当たらないとした。また，顧客の信用状況に関する分析評価情報について

は，それが開示されても，倒産した顧客が受ける不利益は小さく銀行業務へ

の影響は軽微であるとして， I職業秘密Jには当たらないとした[問題 1J。

さらに，分析評価情報に含まれる銀行のノウハウについては，判例⑧に先立

つ第二次抗告審(東京高決平 20.4.2)は， I査定方法における銀行の工夫」や

「ノウハウ」が「職業秘密Jに含まれ得ることを認めたうえで，当該文書を

インカメラ手続により閲読した結果，その独自性や価値は限定的で特別の保

護に値しないとして， I職業秘密文書j性を否定し，最高裁もこの判断を追

認した[問題 2J。また， I日銀考査所見文書Jについて審理した判例Cli)(大

阪高決平 16.12.27) も，¥それが開示されても，倒産した顧客(本件では銀行)

の受ける不利益は小さく¥，銀行(本件では日銀)業務への影響は軽微で、ある

として， I職業秘密jには当たらないとした[問題1]。

仮にこのような判例の示ポ判断基準自体は妥当と考え，顧客自身の非公開

財務情報について，顧客自身が開示義務を負う場合で銀行がこれを秘匿する

独自の利益がない場合には開示すべしとの論理や，分析評価情報について，

開示による銀行業務への影響が深刻なものでない場合には開示すべしとの論

理は首肯し得るとしても，こうした基準を分析評価情報に適用する際の上記
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[問題1][問題 2]については疑問なしとしない。すなわち，基準を適用し

た結果， I情報開示による銀行業務への影響は軽微JIノウハウに独自の価値

なし」と判断されるにしても，その判断のプロセスおよび内容の適正性につ

いてはなお疑問の余地が残るからである。少なくともインカメラ手続による

裁判所の判断については，その客観性の確保とそれを踏まえた公正性の担保

が必必、要であろう(間22)引)

また，比較衡量論の適用については，比較街量する一方の利益である「職

業秘密文書J性の判断において上記のような問題があり得ることに加え，他

方の利益である「真実の発見および裁判の公正」については，裁判所は，い

わば「利害関係者」であり，かつ証拠の採否は裁判所の専権事項(23)とされて

いることからすると，比較衡量判断の公正性を担保するためにも，裁判所に

は慎重かつ自制的な姿勢が求められていると言うことができるのではないか

と思われる。

なお，銀行が第三者から入手した顧客に関する情報や，顧客に関する情報

および銀行による分析評価情報のうち第三者に関するものについては，判例

⑧に先立つ第二次抗告審(東京高決平 20.4.2)は，これを「職業秘密文書J

に該当するとしたが，その論理は必ずしも明確ではなく[問題3]，今後の

検討課題として残されている。

4.個人情報保護法との関係

前出判例@(大阪高判平 19.1.30)では個人情報保護法のもとでの個人情報

の第三者への提供の是非が争点とされたが，大阪高裁は，以下の理由で個人

情報の第三者(本件では弁護士会および裁判所)への提供は同法違反にはな

(22) 特集 [2009]の中で，杉山悦子一橋大学准教授は， rたとえばインカメラ審理に相

手方(弁護士)の立会いを認め，審理の内容につき守秘義務を課すことが考えられる。J

と提案している。

(23) 伊藤良 [2008]350頁。
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らないと判示した。すなわち， i)同法は，個人情報取扱事業者(本件では

銀行)が本人の同意を得ないで個人データ(本件では預金者の住所・電話番

号)を第三者に提供することを原則として禁止するが，法令に基づく場合な

どは除外されていること， ii)弁護士会照会や裁判所調査嘱託に対する回答

は，法令に基づく場合に該当すること，である。

v.おわりに

銀行の守秘義務と情報開示のあり方は古くて新しい問題である。とくに自

己査定資料の提出を命じた平成 20年 11月25日の最高裁決定(前出判例⑧)

は銀行界に大きな波紋を投じた。そこで展開された法理は，文書提出拒絶事

由とされる「自己利用文書jおよび「職業秘密文書Jの該当性について，こ

こ10年近くの間多くの裁判例により形成されてきた法理の一つの到達点を

示すもののようにも見える。しかし，本文中でも指摘したように，これらの

判例法理には，なお幾つかの疑問があることも否めない。とくに， r自己利

用文書」該当性， r職業秘密文書J該当性の要件とその適用の客観性および

公正性の確保はきわめて重要な課題であり，開示を求められる銀行の危倶も

故なしとしない。それを払拭するためにも判例法理の一層の進展と所要の法

制整備の検討が期待される。
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